
 

ロケ撮影協力施設の登録について 

 

・松本フィルムコミッションのホームページからお申し込みいただけます。 

・ご登録いただいた情報は、松本フィルムコミッションで責任を持って管理します。松本フィルムコ

ミッションの支援事業以外に使用することはありません。 

・登録費用はかかりません。 

・「ロケ撮影協力施設」のページに施設情報を掲載させていただきます。（許可施設のみ） 

・掲載項目は、更新・追加・削除することができます。メール、郵送又は直接ご連絡ください。 

 

登録における了承事項について 

（登録前に必ずお読みください。） 

・ご登録いただけるのは、松本市内の施設の所有者の方、又は所有者の了承を得た方に限ります。 

・この手続きは、「登録」であり、ロケ受入施設としての撮影をお約束するものではありません。 

・制作者からロケ受入施設の支援要請があった場合、その求められた物件の条件に応じて候補

地を選定し、要請内容をご連絡します。 

・松本フィルムコミッション担当者立ち合いの上、制作者が現地の下見を行い、ロケ撮影をするか

否かを決定します。（その際、具体的な制作者側の依頼内容をご確認いただきます。） 

・撮影が決定した場合、その後も数回下見が行われることがあります。 

・撮影中は、原則、施設管理者の方の立ち合いをお願いします。 

・撮影スケジュールは急遽変更になる場合があること、また、撮影したシーンが必ずしも放映され

るとは限らないことを予めご了承ください。 

・使用料が発生する場合は、制作会社と直接交渉していただくことになります。 

・ロケ受入施設の要請を通じて得た撮影場所や出演者に関して、他言したり、SNS（X、

Facebook、Instagram など）やブログ、ホームページ等のオンラインメディアへ投稿、発信す

ることは一切禁止です。 

・映画・テレビ等の撮影の有無や、それらに関する情報等のお問い合わせにはお答えできません。 

・トラブルを避けるため、制作者側から直接ロケ受け入れの問い合わせがあった場合は、松本フィ

ルムコミッションを介すようご案内ください。 

 


